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北九州市告示第３２９号

 北九州市客引き行為等の適正化に関する条例（令和４年北九州市条例第２５

号。以下「条例」という。）第１３条第１項及び北九州市客引き行為等の適正

化に関する条例施行規則（令和４年北九州市規則第４１号）第６条第１項の規

定により次のとおり公表する。

  令和５年８月３０日

北九州市長 武 内 和 久

１ 当該公表をされるべき者の氏名及び住所

  町田周大

  福岡県古賀市美明

２ 当該公表をされるべき者の店舗等の名称及び所在地

  個室居酒屋家康

  北九州市小倉北区魚町一丁目４番１号

３ 当該命令の内容及び公表の原因となる事実

令和５年５月２５日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北

区魚町一丁目６番地先において条例第９条に規定する違反行為（以下「違反

行為」という。）である客引き行為を行わせたことについて、同年６月１日

付けで条例第１０条の規定により違反行為を行ってはならない旨の命令を受

けたが、同年７月２８日に同区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目３番地先

において当該命令に違反して客引き行為を行わせた。
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北九州市公告第５８４号 

 令和５年８月９日発行第５４１０号北九州市公報における北九州市公告第５

２０号により公告した次の一般競争入札を中止する。 

  令和５年８月３０日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

 工事名 大里公園駐車場他整備工事 
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